
別紙１ 

計算書類に対する注記（法人全体用） 

 

1．継続事業の前提に関する注記 

  ・該当なし 

 

2．重要な会計方針 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ・該当なし 

（2）固定資産の減価償却の方法 

  ・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品 一 定額法 

  ・リース資産 

   所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    該当なし 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。 

（3）引当金の計上基準 

  ・退職給付引当金－ 該当なし 

  ・賞与引当金  － 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する 

           額を計上している（１０月～３月） 

 

3．重要な会計方針の変更 

   平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準（平成２３年度基準）により行っている。 

 

4．法人で採用する退職給付制度 

   常勤職員に対して、独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済 

  制度に定める退職手当共済契約。 

 

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

（1）法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式） 

（2）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式） 

   ・当法人では社会福祉事業のみを行っているため作成していない。 

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式） 

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式） 

   ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

ア 特別養護拠点（社会福祉事業） 

  「法人本部」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（短期入所）」 

  「ユニット型特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「みやこの苑デイサービスセンター（一般型通所）」 

  「みやこのそのグループホーム」 

  「みやこの苑おまかせセンター（居宅）」（公益事業） 

  「長峡高齢者相談支援センター」（公益事業） 

イ 養護拠点（社会福祉事業） 

  「養護老人ホームみやこの苑」 



 

６．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

                                                                  （単位：

円） 

基本財産の種類    前期末残高    当期増加額    当期減少額     当期末残高 

建物 850,645,478 0 47,376,746 803,268,732 

合計 850,645,478 0 47,376,746 803,268,732 

 

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 

  ・該当なし 

 

8．担保に供している資産 

  担保に供されている資産は以下のとおりである。 

 

   建物（基本財産）                ４２８，４７９，９５０円 

      計                    ４２８，４７９，９５０円 

 

  担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

   設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）   ２３８，１２０，０００円 

      計                    ２３８，１２０，０００円 

 

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

                                                                   （ 単 位

：円） 

      取得価額     

  

  減価償却累計額       当期末残高   

  

基本財産    

建物 1,664,278,797 861,010,065 803,268,732 

基本財産計 1,664,278,797 861,010,065 803,268,732 

その他の固定資産    

有形固定資産    

土地 133,476  133,476 

建物 22,213,679 9,065,019 13,148,660 

構築物 27,873,842 24,567,893 3,305,949 

機械及び装置 54,501,990 40,297,214 14,204,776 

車輌運搬具 12,218,811 12,218,805 6 

器具及び備品 234,026,533 219,338,999 14,687,534 

有形固定資産計 350,968,331 305,487,930 45,480,401 

その他の固定資産計 366,115,836 308,581,335 57,534,501 

固定資産合計 2,030,394,633 1,169,591,400 860,803,233 

 

 



10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 

 ・該当なし 

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 

 ・該当なし 

 

 

12．関連当事者との取引の内容 

 

 ・該当なし 

 

 

13．重要な偶発債務 

 

 ・該当なし 

 

14．重要な後発事象 

 

 ・該当なし 

 

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 

  純資産の状態を明らかにするために必要な事項 

 

 ・特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

計算書類に対する注記（特別養護拠点区分用） 

 

1．重要な会計方針 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ・該当なし 

（2）固定資産の減価償却の方法 

  ・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品 一 定額法 

  ・リース資産 

   所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    該当なし 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。 

（3）引当金の計上基準 

  ・退職給付引当金－ 該当なし 

  ・賞与引当金  － 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する 

           額を計上している 

 

2．重要な会計方針の変更 

   平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準（平成２３年度基準）により行っている。 

 

3．採用する退職給付制度 

   常勤職員に対して、独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済 

  制度に定める退職手当共済契約。 

 

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

（1）特別養護拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式） 

（2）特別養護拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)） 

  「本部」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（短期入所）」 

  「ユニット型特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「みやこの苑デイサービスセンター（一般型通所）」 

  「みやこのそのグループホーム」 

  「みやこの苑おまかせセンター（居宅）」（公益事業） 

  「長峡高齢者相談支援センター」（公益事業） 

（3）特別養護拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)） 

  「本部」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「特別養護老人ホームみやこの苑（短期入所）」 

  「ユニット型特別養護老人ホームみやこの苑（入所）」 

  「みやこの苑デイサービスセンター（一般型通所）」 

  「みやこのそのグループホーム」 

  「みやこの苑おまかせセンター（居宅）」（公益事業） 

  「長峡高齢者相談支援センター」（公益事業） 

 

5．基本財産の増減の内容及び金額 



  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

                                                              （単位：円） 

基本財産の種類    前期末残高    当期増加額    当期減少額     当期末残高 

建物 709,957,842 0 35,415,524 674,542,318 

合計 709,957,842 0 35,415,524 674,542,318 

 

 

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 

  ・該当なし 

 

7．担保に供している資産 

  担保に供されている資産は以下のとおりである。 

 

   建物（基本財産）                ４２８，４７９，９５０円 

      計                    ４２８，４７９，９５０円 

 

  担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

   設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）   ２３８，１２０，０００円 

      計                    ２３８，１２０，０００円 

 

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

                                                                 （単位：

円） 

      取得価額    

  

 減価償却累計額      当期末残高    

基本財産    

建物 1,256,814,672 582,272,354 674,542,318 

基本財産計 1,256,814,672 582,272,354 674,542,318 

その他の固定資産    

有形固定資産    

土地 133,476  133,476 

建物 19,200,519 8,502,847 10,697,672 

構築物 25,949,842 24,038,793 1,911,049 

機械及び装置 34,120,990 26,582,491 7,538,499 

車輌運搬具 12,218,811 12,218,805 6 

器具及び備品 164,922,300 151,118,266 13,804,034 

有形固定資産計 256,545,938 222,461,202 34,084,736 

その他の固定資産計 270,978,393 224,839,557 46,138,836 

固定資産合計 1,527,793,065 807,111,911 720,681,154 

 

 

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 



（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 

 ・該当なし 

 

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 

 ・該当なし 

 

11．重要な後発事象 

 

 ・該当なし 

 

 

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 

  純資産の状態を明らかにするために必要な事項 

 ・特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

計算書類に対する注記（養護拠点区分用） 

 

1．重要な会計方針 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ・該当なし 

（2）固定資産の減価償却の方法 

  ・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品 一 定額法 

  ・リース資産 

   所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    該当なし 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。 

（3）引当金の計上基準 

  ・退職給付引当金－ 該当なし 

  ・賞与引当金  － 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属す

る            額を計上している 

 

2．重要な会計方針の変更 

   平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準（平成２３年度基準）により行っている。 

 

3．採用する退職給付制度 

   常勤職員に対して、独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済 

  制度に定める退職手当共済契約。 

 

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

（1）養護拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式） 

（2）養護拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)） 

  「養護老人ホームみやこの苑」 

（3）養護拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)） 

  「養護老人ホームみやこの苑」 

 

5．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

                                                             （単位：円） 

基本財産の種類    前期末残高    当期増加額    当期減少額     当期末残高 

建物 140,687,636 0 11,961,222 128,726,414 

合計 140,687,636 0 11,961,222 128,726,414 

 

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 

 ・該当なし 

 

 

 

 

7．担保に供している資産 

  担保に供されている資産は以下のとおりである。 



 

 ・該当なし 

  

  担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

 

 ・該当なし 

 

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

                                                                  （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

基本財産    

建物 407,464,125 278,737,711 128,726,414 

基本財産計 407,464,125 278,737,711 128,726,414 

その他の固定資産    

有形固定資産    

建物 3,013,160 562,172 2,450,988 

構築物 1,924,000 529,100 1,394,900 

機械及び装置 20,381,000 13,714,723 6,666,277 

器具及び備品 69,104,233 68,220,733 883,500 

有形固定資産計 94,422,393 83,026,728 11,395,665 

その他の固定資産計 95,137,443 83,741,778 11,395,665 

固定資産合計 502,601,568 362,479,489 140,122,079 

    

 

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

 ・該当なし 

 

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 ・該当なし 

 

11．重要な後発事象 

 ・該当なし 

 

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 

  純資産の状態を明らかにするために必要な事項 

 ・特になし 

 


